
請求可能期間 訂正可能期間

4月10日（水）
4月5日（金）
～10日（水）

4月5日（金）
～12日（金）

5月10日（金）
5月5日(日）
～10日（金）

5月5日(日）
～12日（日）

6月10日（月）
6月5日（水）
～10日（月）

6月5日（水）
～12日（水）

7月10日（水）
7月5日（金）
～10日（水）

7月5日（金）
～12日（金）

8月10日（土）
8月5日（月）
～10日（土）

8月5日（月）
～12日（月）

9月10日（火）
9月5日（木）
～10日（火）

9月5日（木）
～12日（木）

10月10日（木）
10月5日（土）
～10日（木）

10月5日（土）
～12日（土）

11月10日（日）
11月5日（火）
～10日（日）

11月5日（火）
～12日（火）

12月10日（火）
12月5日（木）
～10日（火）

12月5日（木）
～12日（木）

1月10日（金）
1月5日（日）
～10日（金）

1月5日（日）
～12日（日）

2月10日（月）
2月5日（水）
～10日（月）

2月5日（水）
～12日（水）

3月10日（月）
3月5日（水）
～10日（月）

3月5日（水）
～12日（水）

オンライン請求

令和７年

・ 診療報酬請求書の提出期限は、請求省令で毎月10日とされています。
・ 受付時間は、8時30分から17時15分までとさせていただきます。
・ 郵便、宅配便の場合、「10日 17時15分」までに届くよう手配してください。
・ 提出締切日は、上記のとおりですが、早期の提出に御協力ください。

≪留意事項≫
・ 上記提出締切日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、当該締切日のみ事務所
を開所して受付業務を行います。
・ 11月9日（土）は、受付業務を行いませんので御注意ください。

令和６年

-令和６年度-
診療（調剤）報酬請求書の提出締切日

佐賀県国民健康保険団体連合会

提出締切日


